
第５３９０号 令和５年７月７日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 ページ 

○ 居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防サービス事業

者の指定【保健福祉局地域福祉部介護保険課】 ２
○ 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防

サービス事業者からの廃止の届出【保健福祉局地域福祉部介護保険課

】 ３

◇ 公  告 

○ 借入れ及び保守業務契約に係る一般競争入札の公告【保健福祉局保健

環境研究所】 ４
○ 特定調達契約の落札者の決定【環境局循環社会推進部業務課】 

６
○ 大規模小売店舗の新設の届出【産業経済局地域経済振興部商業・サ―

ビス産業政策課】 ７

◇ 上下水道局 

○ 収納取扱金融機関の廃止【上下水道局総務経営部経営企画課】 

９
○ 特定調達契約の落札者の決定【上下水道局下水道部施設課】 

１０

1



北九州市告示第２８３号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項、第４６条第１項及

び第５３条第１項の規定により、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者及

び介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条第１号、第８５条第

１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年７月７日 

北九州市長 武 内 和 久 

1 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事 業 所 の 所 在

地 

事業者の名称 指定年月日

４０７０

１０３１

０８ 

訪問介護事業所

千の風 

北 九 州 市 門 司

区 高 砂 町 １ ８

番１０号 

株式会社千の

風ホールディ

ングス 

令和５年７

月１日 

４０７０

２０２３

７１ 

たんぽぽホーム

ケアサービス 

北 九 州 市 若 松

区 赤 島 町 ６ 番

６号 

有限会社たん

ぽぽヒューマ

ンサービス 

令和５年７

月１日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０６６

６９０９

５１ 

訪問看護ステー

ション あまね 

北九州市八幡西

区上上津役五丁

目１０番２号 

株式会社 N－

ａｄｖａｎｃ

ｅ 

令和５年７

月１日 

４０６７

７９１２

０４ 

訪問看護ステー

ション 継 

北九州市小倉南

区八重洲町１１

番２７号２Ｆ 

合同会社ＪＯ

Ｂ 

令和５年７

月１日 

３ 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

３０１４

９６ 

アサヒサンクリ

ーン在宅介護セ

ンター戸畑 

北九州市戸畑区

沖台二丁目１１

番１６号 ＴＬ

Ｃビル２階Ｂ号

アサヒサンク

リーン株式会

社 

令和５年７

月１日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日

４０７０

３０１５

０４ 

ぽのぽのケアプ

ランセンター 

北九州市戸畑区

銀座一丁目８番

３７ー５０８号

合同会社Ｎａ

ｎａｌａ 

令和５年７

月１日 
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北九州市告示第２８４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及

び第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、

同法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和５年７月７日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事 業 所 の 所 在

地 

事業者の名称 廃止年月日

４０７０

１０１２

２７ 

春うららヘルパ

ーステーション 

北 九 州 市 門 司

区 青 葉 台 １ ２

番１５号 

株式会社レブ

リス 

令和５年６

月３０日 

４０７０

６０１０

６９ 

たんぽぽホーム

ケアサービス 

北 九 州 市 八 幡

東 区 枝 光 本 町

７ 番 １ ８ － ２

０５号 

有限会社フラ

クタルコーポ

レーション 

令和５年６

月３０日 

２ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

１０２４

３１ 

リハビリ特化型

デ イ サ ー ビ ス

Ａ－Ｆｒａｍｅ 

北九州市門司区

大字田野浦９５

７番地１ 

株式会社ＭＡ

ＨＡＬＯ 

令和５年６

月３０日 

４０７０

５０１６

６５ 

たんぽぽデイサ

ービスセンター

みなみ 

北九州市小倉南

区下石田２丁目

３番１２号 

有限会社たん

ぽぽヒューマ

ンサービス 

令和５年６

月３０日 

３ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日

４０７０

２００６

２３ 

ケアプランセン

ター ともしび 

北九州市若松区

東小石町６番３

６号 

有限会社とも

しび 

令和５年６

月３０日 

４０７０

７０３５

１９ 

ケアプランセン

タースマイル 

北九州市八幡西

区香月西三丁目

９番１０号 

株式会社スマ

イル 

令和５年６

月３０日 

４０７０

７０７７

３４ 

ひろき苑ケアプ

ランセンター 

北九州市八幡西

区本城四丁目７

番４６号 

株式会社河村

福祉サービス

令和５年６

月３０日 
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北九州市公告第４４９号 

一般競争入札により、公用自動車（軽自動車１台）の借入れ及び保守業務契

約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６第１項及び北九州契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契

約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年７月７日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 契約内容 

（１） 名称及び数量 北九州市保健福祉局公用自動車の借入れ及び保守 

業務 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３） 履行期間 令和５年１０月１日から令和１１年９月３０日まで 

（４） 履行場所 市の指示する場所 

（５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載 

された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（ 

当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

  とする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業 

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１ 

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１）  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること 

。 

（２）  北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

に記載されていること。 

（３）  本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市戸畑区新池一丁目２番１号 

       北九州市保健福祉局保健環境研究所 

  イ 期間 この公告の日から令和５年７月２１日まで（日曜日、土曜日及 

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休 

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午前１ 

１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで 
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（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

（３）  競争参加の申出書の提出 この告示に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、公告の日から令和５年７月１８日まで（日曜日等を除く。）

の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後４時３０

分までに第１号アの場所に提出しなければならない。 

（４）  郵送による場合の入札書の提出期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、令和５年７月２０日午後５時までに必着のこと。 

（５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 日時 令和５年７月２１日午後２時 

４ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２）  入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３）  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（４）  落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

（５）  契約書作成の要否 要 

（６）  契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

（７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

 北九州市保健福祉局保健環境研究所 

 〒８０４－００８２ 北九州市戸畑区新池一丁目２番１号 

 電話 ０９３－８８２－０３３３ 
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北九州市公告第４５０号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年７月７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市指定ごみ袋等保管・配送業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市環境局循環社会推進部業務課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年６月６日 

４ 落札者の名称及び住所 

  日鉄物流八幡株式会社 

  北九州市戸畑区大字戸畑４６４番地２４ 

５ 落札金額 

  １億１，６４９万７，９２０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年４月２１日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第４５１号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のと

おり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  令和５年７月７日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ダイレックス真鶴店 

  北九州市小倉北区真鶴二丁目９６番ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  九電不動産株式会社 

  代表取締役 大神徳仁 

  福岡市中央区薬院一丁目１３番８号 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  ダイレックス株式会社 

  代表取締役 多田高志 

  佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  令和６年３月１日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  １，７０３平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１） 駐車場の収容台数 

  ７５台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  ２０台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  １００平方メートル 

（４） 廃棄物等の保管施設の容量 

  １０．１５立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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  午前９時から午後１０時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前８時半から午後１０時半まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  ２箇所 

（４）  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  ２４時間 

８ 届出年月日 

令和５年６月２９日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉北区大手町１番１号 

  北九州市小倉北区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   この公告の日から令和５年１１月７日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

１１ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を令和５年１１月７日までに北九州市産業

経済局地域経済振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提出する

こと。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあっては、その代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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北九州市上下水道局告示第３０号 

  昭和５０年北九州市水道局告示第５号及び平成２４年北九州市上下水道局告

示第６号で告示した収納取扱金融機関について、次のとおり廃止したので、地

方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第３項の規定

により告示する。 

令和５年７月７日 

北九州市上下水道局長  兼 尾 明 利 

収納取扱金融機関 取扱店舗 廃止年月日 

三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社

北九州支店 令和５年７月６日 
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北九州市上下水道局公告第１０４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成７年北九州市水道局管理規程第６号）第２条において準用する北九州市

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第

７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年７月７日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

１ 特定役務の名称及び数量 

  日明浄化センター他３２施設電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市上下水道局下水道部施設課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和５年５月２６日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社北九州パワー 

  北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 

５ 落札金額 

  ３億９，１７９万４，６６０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年３月３１日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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